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令和５年度 学校経営計画 
狛江市立狛江第四中学校 

校 長  佐 伯  英 徳 
Ⅰ 教育目標  
人権尊重の精神を貴重とし、知性、感性、道徳心や体力等の調和のとれた人間性豊かで、

たくましく生きる人間の育成を目指して、次の教育目標を定める。 

１ 自立「すすんで学び、考える力をつけよう」 

⇒（主体的態度、主体的思考力、課題発見・解決能力） 

※「主体的に学習に取り組む態度」：①知識及び技能を習得したり、思考力、判断力、 

表現力等を身に付けたりすることに向けた粘り強い取組を行おうとしているか？  

②その粘り強い取組を行う中で、自らの学習状況を把握し、学習の進め方について

試行錯誤するなど自らの学習を調整しながら学ぼうとしているか？ 

※「知っていること・できることをどう使うか（思考力、判断力、表現力等）」 

 ：課題を発見し、その課題を定義し解決の方向性を決定し、解決方向を探して計画 

を立て、結果を予測しながら実行し、プロセスを振り返って次の課題発見・解決に 

つなげていくこと等 

  ※すぐに解決できない事態に遭遇した際「焦らず、慌てず、諦めず」に耐えていく力 

２ 連帯「力を合わせ、みんなのためにつくそう」 

⇒（人間関係形成能力） 

※「生きる力」につながる「２１世紀型能力」における実践力の中の１つ：多様性を 

尊重する態度と互いのよさを生かして協働する力、持続可能な社会づくりに向けた 

態度、リーダーシップやチームワーク、感性、優しさや思いやりなど（「学びに向 

かう力、人間性等」） 

※キャリア教育で育成すべき４領域の中の１つ：「人間関係形成・社会形成能力」＝多

様な他者の考えや立場を理解し、相手の意見を聴いて自分の考えを正確に伝えるこ

とができるとともに、自分の置かれている状況を受け止め役割を果たしつつ他者と

協力・協働して社会に参画し、今後の社会を積極的に形成することができる力 

３ 健全「規律を重んじ、心身をきたえよう」 

  ⇒（自己実現力、実践力） 

   ※特別活動において育成する資質・能力の要素：「人間関係形成」「社会参画」「自己 

実現」、「自己実現力」＝自分がやりたいことを自分で見つけ、実現に向けて行動で 

きる力 

※「情報活用の実践力」、「道徳的実践力」、「教科における実践力」（家庭科：生活を 

よりよくしようとする実践的な態度を養う等）、「特別活動における自主的で実践的 

な態度」等 

◎ これらの教育目標を受け「これからの社会に役立つ人間性豊かで品格あるたくま 

しい人」、そして、持続可能な社会の創り手として、地域社会はもとより、広く国 

際社会においてリーダーとなる人材」を育成する。 
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自分を信じ、仲間を信じ、互いを認め合いながら成長する生徒 

Ⅱ 学校経営の理念  

 

アフターコロナを見据えて、現状を適切に分析・把握した上で、狛江四中の良き伝統と

校風を継承しながらも、時代の変化や地域社会の要請を真摯に受け止め、より充実した狛

江四中の教育活動を「チーム四中」としてのスクラムを組みながら創造する。 

 

学校は生徒たちにとって、学びの場である。考え方を学び、学び方を学び、生き方を学

ぶ場である。それを教え、支え、育てるのが狛江四中の教職員である。教育目標を達成す

るため、学校経営計画及び教育計画に基づき、すべての教職員がそれぞれの指導力と個性

を発揮し、学校教育のあらゆる場や機会を通じて、意図的・計画的・組織的・継続的に教

育活動を推進していく。そして、目標（ＧＯＡL）に向かって展開するＰＤＣＡサイクル

に従い、生徒たちが、いかに変容し成長したかという視点で活動の達成度を把握し改善策

を練ることで、教育活動をより一層充実させるために、カリキュラム・マネジメントの確

立を図る。 

 

※カリキュラム・マネジメント 

 ⇒ 組織の目標を設定し、その目標を達成するために組織の経営資源（人・物・金・情 

報・信用等）を効率的に活用したり、リスク管理などを実施したりすること 

 

Ｐ（plan：計画）       教育計画の策定 

Ｄ（Do：実行）        教育計画の実施 

Ｃ（Check：検証）      教育計画に対する自己評価＋外部評価（第三者評価） 

Ａ（Action：行動）     教育計画の改善策 

 

 

Ⅲ 目指す生徒像 

  

 

〇 自ら学び考え、主体的に物事に取り組む生徒 

〇 互いの存在を認め合い、互いに協働し高め合う生徒 

〇 自らを律し、心身共に健康で、夢や目標の実現に向けて前向きに実践する生徒 

 

Ⅳ 目指す学校像  

 

  生徒一人ひとりが目を輝かせ、何事にも前向きに活動できる学校 

 

（１） 落ち着いた学習環境の下、生徒たちが意欲と関心をもって主体的に取り組むことの

できる授業が展開され、確かな学力が確実に身に付く学校          

（２） 生徒たちが主体となり生き生きと活動できる学校行事・生徒会活動・部活動等を通 

して、豊かな心と健やかな体を育む学校       

（３）３年間の進路学習が計画的に展開され、生徒一人ひとりの進路希望を実現する学校      
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Ⅴ  教職員の基本姿勢  

（１） 教育公務員であるという自覚のもと、服務の厳正に努め、市民の信頼に応える。         

全体の奉仕者、社会人としての常識と良識、説明責任、体罰・不適切な指導０ 

（ゼロ）宣言、校内予算の有効な活用、物品の購入に係る適正な申請と執行等 

（２）生徒一人ひとりを厳しく見つめ、温かく認め、愛情を込めて導く。 

   厳しさと優しさ・けじめある対応、生徒指導における共通理解と共通実践、朝

の出欠確認、授業規律の確立（チャイムで始めチャイムで終わる、出席確認、聞く態

度、提出物等） 

※掲示板を有効に活用し８時２０分からの職朝の時間短縮を図りましょう。 

（３）保護者・地域の声には、まず耳を傾け、誠意をもって対応する。 

苦情も１つの外部評価、「困った保護者自身が一番困っている」、適切な初

期対応、正確且つ迅速な報告と対応、丁寧で適切な接遇（電話の応対「はい、狛江第

四中学校の○○（名前）です」）等 ※少なくとも相手が名乗ったら「私は〇〇です」

と応えましょう。 

（４）ＯＪＴを活性化するとともにキャリアプランに基づいた研修に努め、実力ある専門 

家としての教師を目指す。 

      プロとしての誇りと努力、授業力（「使命感・熱意・感性」、「生徒理解」、「統

率力」、「指導技術（授業展開）」、「教材解釈、教材開発」、「指導と評価の計画の作成・

改善」）の向上、校内研修会の充実 

（５）職員相互の理解に努め、明るい職員室の中で、協働による実践を進める。 

      「組織とは共通の目的のために働く専門家からなる人間集団である」（ピー

ター・ファーディンド・ドラッガー） “One for all, all for one.”、 報告・連絡・

相談の徹底「決して一人で抱え込まない」「○○したい、○○だと思いますが・・・」

⇒「チーム狛江四中」（関係諸機関との連携、地域人材の活用等）、情報の共有化、コ

ミュニケーション、共通理解と共通実践、担当職務の質と量の向上等 

（６）進行管理・情報管理・健康管理の「３管理」（セルフコントロール）に努める。 

      担当業務の進捗状況の確認、「複数の目での点検、念には念を」、個人情報の 

取り扱い、文書起案の適正化、心と体の健康等 ※学校における働き方改革の目的で

ある『教員一人一人の心身の健康保持の実現と、誇りとやりがいをもって職務に従事す

る環境を整備することにより、学校教育の質の維持向上を図る』ことをふまえ、自らの

職務について、『できる事を』『できる時に』『できる範囲で』の見直し 

（７）特別支援教育の視点をもち、生徒一人一人の教育的ニーズを的確に把握し、「ユニ

バーサルデザイン教育」＝「すべての生徒にとって分かりやすい教育」を進める。 

    教室のユニバーサルデザイン化（授業に集中できるよう黒板の周りの装飾は最低

限にする、一日の流れや授業展開を掲示する等）、伝わりやすい授業（子供に分かる言

葉で伝える、ゆっくり話す、ポイントを板書する、視覚化する等）、ルールの設定（学

級内のルールをきちんと定め、明文化する。ルールを分かりやすい所に掲示する等） 
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Ⅵ 中期的目標と方策 （教育活動の基本方針～令和５年度教育課程より） 

 

これからの社会に求められる教育を実現するために、よりよい学校教育を通してよりよ
い社会を創るという理念を学校と社会とが共有し、社会と連携及び協働しながら新しい時
代に求められる資質・能力を育むという視点をふまえ、次の事項を基本として社会に開かれた
教育課程を推進する。 

 

(１) 「自立」－主体的態度、主体的思考力、問題発見・解決能力を育成するために 
① 教材研究や指導方法のより一層の工夫・改善を進め、生徒の学ぶ意欲を高めるこ 

とで、基礎的・基本的な知識及び技能の確実な習得を図り、これらを活用して課題 
解決するために必要な「思考力、判断力、表現力等」の育成、「学びに向かう力、
人間性等」をバランスよく育み、自ら学び考え自ら進んで物事に取り組む生徒を育
成する。 

②「総合的な学習の時間」を中心に、カリキュラム・マネジメントの視点をふまえ、 
探究的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、より 
よく課題を解決し、自己の生き方を考えていくための資質・能力を育成する。 
 

（２） 「連帯」－人間関係形成能力を育成するために 
①  学校行事や生徒会活動等、特別活動の意義を認識させ、様々な集団活動に生徒一 
人ひとりが活躍できる場や機会を意図的に設け、達成感や成就感を体感することで、 
自主性・協調性・責任感を育み、互いに支え高め合う「共に学ぶ集団」としての支 
持的風土の形成を図る。 
※「支持的風土」：失敗や間違いが気持ちよく受け入れられる環境、どの子どもにとっ 
ても居心地がよい環境、学び合いのある環境 

②  日本の伝統文化や歴史に積極的に触れることを通して、日本の「良さ」を再認識させ、 

日本人としての誇りと自信をもつとともに、SDGs への取組や言語活動の充実を図り、 

世界各国の人々との交流を通じて日本や狛江の良さを発信しながら、グローバル社会で 

活躍できる資質を養う。 

 

（３）「健全」－自己実現力、実践力を育成するために 
① よりよく生きるための基盤となる道徳性を養うことを目標として、「特別の教科 道 

徳」の指導の工夫及び充実を図り、「考える道徳」「議論する道徳」を実践する。 

②  キャリア教育を基軸として生徒一人ひとりが自己理解を深め、主体的に進路を選 
択する能力を伸張し自己実現ができるよう、中学校３年間を見通した進路計画に基 
づく進路学習を実践する。 

③  教育相談の充実を図りながら、いじめや不登校、自殺等の問題を未然に防止する 
とともに、特別支援教育の推進のために関係諸機関との連携を深め、校内指導体制 
及び巡回指導・相談体制をより一層整備する。 
 

（４）社会に開かれた学校づくりのために 
① 学校公開や保護者会、地域と協働した行事を通して保護者や地域との連携を深め、コ 

ミュニティスクール（四中ゾーン学校運営協議会）の推進を図り、地域の人的・物的資 

源を活用した教育活動を行うとともに、各種便りや学校ホームページ等を通して積極的 

に情報発信することで社会に開かれた学校づくりを推進する。 

②  学校の安全管理と安全教育の徹底を図り、感染症予防や事故防止に努める。また、地 

域・消防署等と連携した防災教育・防災訓練を実施し、地域との目標を共有しながら、 

生徒自らがよりよい地域社会を創るために必要な能力・態度を育む。 

③  学校評価及び生徒による授業アンケート、学校関係者評価等の結果を活用して PDCA 

サイクルを展開し、家庭や地域社会との連携・協働を推進する。 



5 

 

（５）持続可能な社会づくりに向けた教育の実現のために 

  ※ 持続可能な社会とは？ 

「地球環境や自然環境が適切に保全され、将来の世代が必要とするものを損なうことな 

く、現在の世代の要求を満たすような開発が行われている社会」   

  ※ SDGs：Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標） 

    「2015年9月の国連サミットにおいて全会一致で採択された『誰一人取り残さない』持 

続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のために2030年を年限とする17の国際目標」 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

※ ESD：Education for Sustainable Development（持続可能な開発のための教育） 

    「環境的視点、経済的視点、社会・文化的視点から、より質の高い生活を次世代も含む 

全ての人々にもたらすことのできる開発や発展を目指した教育であり、持続可能な未来 

や社会の構築のために行動できる人の育成を目的としている」 

  ※ 持続な可能な社会の創り手の育成 

   ◎ 新学習指導要領においては、前文及び総則の中に、「持続可能な社会の創り手」の 

育成が掲げられており、各教科等においても、ＥＳＤに間連する内容が盛り込まれて 

いる。⇒知識を一方的に教え込むだけの教育を続けていても課題解決に必要な資質・能 

力を十分に育成することは難しいとしている。 

 

◆ ＥＳＤの視点に立った学習指導で重視する能力・態度（国立教育政策研究所より）と本 

校の教育目標を間連付けながら、学習指導要領等に基づいた教育活動を「ESDカレンダー」 

に基づき、意図的・計画的・継続的に推進していく。 

 

① 批判的に考える力  

 「主体的態度」「思考力」 

②未来像を予測して計画を立てる力       「課題発見・解決能力」 

 

③多面的・総合的に考える力  

 

④コミュニケーションを行う力         「人間関係形成能力」 

 

⑤他者と協力する態度  

 

⑥つながりを尊重する態度           「自己実現力、実践力」 

 

⑦進んで参加する態度   

１ 貧困をなくそう ２ 飢饉をゼロに ３ すべての人に健康と福祉を ４ 質の高

い教育をみんなに ５ ジェンダー平等を実現しよう ６ 安全な水とトイレを世界

中に  ７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに ８ 働きがいも経済成長も  

９ 産業と技術革新の基礎をつくろう 10 人や国の不平等をなくそう 11 住み続け

られるまちづくりを 12 つくる責任つかう責任 13 気候変動に具体的な対策を  

14 海の豊かさを守ろう 15 陸の豊かさも守ろう 16 平和と公正をすべての人に 

17 パートナーシップで目標を達成しよう 
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Ⅶ 令和５年度の重点目標と方策              ＜カタカナ＞：学校評価項目との関連 

 

 

 

 

 

 

１ 授業の改善・充実 

（１）「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善について 

①  すべての教科において、「育成したい力」を明確にした授業のねらいと展開を提示す 

ることで、生徒に課題意識をもたせ、自分の考えをもち、見通しをもって粘り強く学習 

に取り組む意欲を高めさせる（主体的な学び）とともに、授業内容や単元に応じて、発 

表や討論等の他者と交流する学習活動を通して自分の考えを広げ深める（対話的な学 

び）ことができる生徒を育成する。そして、授業の終末においては、まとめ・振り返り 

の時間を確保し、各教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせて学んだ知識を整 

理し、より深く理解して自分自身の次の課題を見つけさせる（深い学び）授業を展開し、 

「主体的・対話的で深い学び」の実現を図る。      ＜エ・オ・カ・キ・ク＞ 

②  各教科の評価については、「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取 

り組む態度」の３観点に整理・統合されたことを受けて実践した組織的な調査・研修を 

ふまえ、より公平・公正な評価・評定の実現を図る。また、総合的な学習の時間の評価

については、３観点の学習状況を年間や単元など内容や時間のまとまりを見通しながら

評価場面や評価方法を工夫し、生徒の成長を多面的にとらえて生徒のよい点や進歩の状

況などを積極的に評価する。                    ＜イ・ウ＞ 

  ③ 学習の記録やシラバス、各種調査結果等を活用し、常に学習目標を意識して学ぶよう

に指導するとともに、教育相談等を通して家庭への啓発をより一層、粘り強く行うこと

で家庭学習の定着を図る。また、家庭学習については、授業だけではなく、学年・学級

の指導の中でも積極的に取り入れながら習慣化を図ることで、主体的に学習に向かう態

度を育成する。                            ＜サ＞  

（２）教育活動の質の向上を図るカリキュラム・マネジメントについて 

①  全国学力・学習状況調査、東京都児童・生徒の学力向上を図るための調査、狛江市

学習状況調査、定期考査などの結果を基に、教科間、学年間の関連を図るとともに、

生徒授業アンケートの結果を参考にしながら指導方法の見直しを行い、授業改善推進

プランに基づいた指導と評価の一体化を更に充実させる。＜ア・イ・ウ・エ・オ＞ 

② 体育祭と合唱祭を全校で取り組む二大行事として位置付け、その充実と発展を図り、

仲間と共に感動し、成就感と自己存在感を味わわせる。また、学年縦割りなど、異年齢

集団での活動を積極的に行うことで、望ましい人間関係を構築する資質を培い、多様な

集団の中で共に学ぶ楽しさや厳しさを体得させながら、豊かな社会性や人間性を育成す

る。                              ＜セ・ソ＞ 

③  探究的な学習を通して、他教科等で習得する知識や技能と関連付け、実生活・実社会

における課題解決に活用できる力（課題発見・解決能力）を育成する。また、異年齢集

団の活動や問題解決的学習等を通して他者と関わること（人間関係形成能力）や、自ら

 引き続き、基本的な感染症対策を確実に実施していく中で、現状を適切に分析・把握し

ながらアフターコロナを見据えて、学校生活全般にわたるきめ細かい指導を意図的・計画

的・継続的・組織的に行っていく。 
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課題を設定し、情報収集、整理・分析、まとめを行うことで、思考力、判断力、表現力

を高め、主体的に判断し未知の状況においてもよりよく課題を解決し自己の生き方を考

えていくための資質や能力（自己実現力・実践力）を育成する。    ＜コ・ソ＞ 

④ ポスターセッションをはじめとする様々なまとめ方や発表の仕方を系統的・段階的に

行うことで、プレゼンテーションスキルを身に付けるようにする。     ＜ヤ＞ 

⑤  各教科、道徳及び総合的な学習の時間との関連を図り、学校生活への適応や人間関係

の形成、適切な進路選択を行うためにガイダンスの機能を充実させ、社会参画への意欲

を高め、生徒一人ひとりに自己実現を図れるようにする。         ＜ヘ＞ 

⑥ 朝読書を推奨するとともに、授業や昼休み、放課後に学校図書館を計画的に利用し、

その機能の積極的な活用を進め、生徒の調べ学習や読書活動の充実を図る。 ＜カ＞ 

⑦ 合唱活動を充実させ、行事や総合的な学習の時間における外部の人々との交流場面に 

おいて、歌を通して感謝の気持ちを伝える場面を多く設定する。一人ひとりの生徒に、 

合唱を通して表現することの大切さや、感動し感動させることの素晴らしさを学ばせ、 

豊かな心情を育てる。                       ＜セ・ヤ＞ 

  ⑧ 学校を会場にして、希望者参加による英語検定・漢字検定を年１～２回実施する。 

＜カ＞  

（３）個に応じた少人数指導等の推進（習熟度別指導の充実）について    ＜ケ＞ 

① 数学科においては、「東京方式習熟度別指導ガイドライン」に沿って、習熟度別によ

る少人数学習集団を編成した指導を全学年で実施して個に応じた指導の充実を図る。そ

の際、つまずきやすい内容の習得を目指した繰り返し学習を行い基礎・基本の確実な定

着を図るとともに、発展クラスでは「狛江市算数・数学習熟度別指導の発展教材」を活

用し学習意欲を高める。  

② 英語科においては、「東京方式少人数習熟度別指導ガイドライン」に沿って、習熟の

程度を考慮して編成した学習集団又は習熟度別に編成した学習集団による少人数指導

を各学年段階の学習内容の特性等に応じて行うことで個に応じた指導の充実を図り、計

画的に都英語教材「Welcome to Tokyo」に取り組む。また、令和４年度より実施された

「中学校英語スピーキングテスト」（令和５年 11 月 26 日（日）実施予定、※１，２年

生での実施計画あり）に向けたオンラインスピーキングトレーニングの計画的な実施や、

「TOKYO GLOBAL GATEWAY」を訪問すること等の体験的な学習を通して「聞くこ

と」「話すこと」の能力を高める。  

（４）「特別の教科 道徳」の指導の充実について             ＜ヒ＞ 

➀ 道徳的な課題を生徒一人ひとりが自分自身の問題として捉えて、自己の生き方として

考えを深めていくために、「考える道徳」「議論する道徳」の授業改善・充実に努める。 

② 教科書の内容を基本に別途資料を適宜効果的に活用しながら、風車型やコの字型の机

配置、発問や資料の提示方法等、学習形態を工夫することで授業内容の充実に努め、道

徳的実践力の伸長を図る。 

③ 道徳教育推進教師を中心とした指導体制を整備するとともに、「道徳の単元化」「道徳

のユニット化」を含めた実践的な全体計画及び年間計画を作成し、全教師の共通理解を

図り、重点課題の解決に向けた効果的なカリキュラムを編成する。 
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④ 生徒がいじめについて深く考え、いじめは絶対に許されないことを再認識できるよ 

うにするため、「考えよう！いじめ・SNS＠TOKYO」等を活用して、学期の始めに「い

じめに関する授業」を実施する。 

⑤ 担任・副担任によるローテーション授業を適宜行い、互いに授業を参観するととも 

に、同じ内容の授業を複数回行うことで、授業力の向上を図る。  

⑥ 道徳科の評価については、道徳科の目標である「道徳的価値の理解」「自我関与」「多

面的・多角的な考え」「よりよい生き方」を踏まえたワークシートを工夫しながら、授

業観察記録等の適切な評価材料を授業毎に収集し、道徳性に係る成長の様子を認め励ま

す個人内評価を実施し、年度末の通知表に記載する。 

⑦ 道徳授業地区公開講座を土曜日に開催し、保護者や地域と連携した指導の充実を図る。 

 

２ 人権教育の推進 

（１）人権尊重の理念への理解といじめ不登校の未然防止（WEBQUを活用したよりよい集団づ 

くり等）  

① 全職員が人権感覚を磨くことはもとより、人権教育の全体計画と年間指導計画に基 

づき、生徒が規律ある学校生活を送ることができるよう、全職員の共通理解に基づい 

た的確な指導にあたる。                     ＜シ・ツ＞ 

② いじめ問題については、あらゆる機会を活用して、いじめを「しない・させない・ 

見逃さない・見て見ぬふりをしない」態度の育成を図るとともに、「四中いじめ防止 

基本方針」に基づいた教職員の組織的な取組を進める。また、WEBQUアンケート結果や 

「一行日記」の活用による生徒理解及び相談活動を意図的・計画的に行い、PDCAサイ 

クルに基づいたいじめの未然防止及び早期解決に努める。また、いじめ防止に関する 

校内研修を年３回以上実施し、必要に応じて学校サポートチームを立ち上げ保護者・ 

地域、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、関係諸機関との連携を 

深め、いじめ防止基本方針に基づく、学校いじめ対策委員会（①臨時②企画③生活指 

導部会④校内委員会等）を核とした取組の充実を図る。          ＜テ＞ 

③ いじめや不登校問題の未然防止や早期発見、早期対応のために、アンケート調査や個 

別相談等を通して生徒理解を深めるとともに、スクールカウンセラーやスクールソーシ 

ャルワーカー等の専門家を含んだ組織的な教育相談体制の充実を図り、悩みや心に問題 

をもつ生徒に対して積極的かつ組織的に関わる。          ＜ツ・テ＞ 

④ WEBQUの結果を基に早期発見を図ることで、学級不適応な生徒が出ないようにする。

不登校やその傾向にある生徒には、担任を中心に心に寄り添った指導を行うとともに、

校内委員会での情報共有をもとに全教員で対応する体制を前提とし、継続的・組織的な

支援体制を整え的確に指導する。また、必要に応じて適応指導教室（ゆうゆう教室）や

フリースクール等の諸機関との連携を推進する。          ＜テ・ナ＞ 

⑤ 教室に入れない生徒に対して、本人の希望に応じて授業の様子を別室でモニターで 

きるようにする。また、不登校生徒に対しても一人一台端末を活用し、教員とのやり 

取りを通じて学びの保障を行う。                   ＜テ＞ 

（２）特別支援教育の充実                       ＜ト＞ 

① 特別な支援が必要な児童が中学校入学後に学習のつまずきや集団への不適応が生じ

ないよう、小学校と連携を図りながら教育的支援を行う。 
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② 校内委員会を隔週開催し、障がいのある生徒の実態把握、学校生活支援シート、個

別指導計画の立案・実施、効果検証を実施する。また、福祉・医療等の関係機関との

連絡調整については、特別支援教育コーデネーターが中心的に行い、保護者に対する

学校の窓口となる。 

③ WEBQUの結果等を活用し、スクールカウンセラーとの連携を図りながら、障がい等の

ある生徒もない生徒も生き生きと学ぶことができるユニバーサルデザインの考えに基

づく指導と学級づくりを行う。また、家庭と子どもの支援員や学生ボランティア等を

有効活用し、授業中や放課後の学習支援を進める。 

④ 東京都及び狛江市の巡回相談を活用し、障がいの有無に関わらず支援が必要な生徒

に対する指導等について研鑽を深め、日々の指導に生かす。 

⑤ 特別支援教室については、在籍学級担任と特別支援教室巡回指導教員との連携を密

にし、特別な支援が必要な生徒一人ひとりの状況に応じた指導内容を充実させ、生徒

の学習能力の向上や在籍学級における集団適応能力の伸長を図る。 

⑥ 都立特別支援学校との連携の充実を図り、副籍事業としての居住地校交流の推進に 

努める。 

（３）組織的な生活指導の推進について 

①  全教育活動を通して、基本的生活習慣の定着を図るとともに、自立・連帯・健全の精 

神を養うための指導を意図的・計画的・継続的に行う。特に、生活指導に関する情報交 

換及び規範意識の確立を基軸とした共通理解と共通実践の企画調整の場として「生活指 

導部会」を定例化し、生活指導上の諸問題の未然防止と組織的な対応に取り組む。 

＜シ＞ 

② 生徒会よる自主的、実践的な自治活動を通して生徒の自己教育力を育むとともに、学 

級、学年活動の充実を図り、教師と生徒、生徒同士が互いの良さを認め、相互理解と信 

頼関係を深め、日常的な挨拶を通したコミュニケーションを大切にしながら豊かな人間 

関係を構築する。                           ＜タ＞ 

     ③ 夏季休業中及び冬季休業前に教育相談（三者面談）を実施し、その中で生徒一人一人 

の学習の課題や WEBQUの結果を家庭とも共有することで、継続的な学習と学力の定着を 

推進するとともに精神面や生活面での安定を図る。           ＜ツ＞ 

   ④ 朝の「一行日記」の活動により、言語による表現を通して生徒の心身の状態を的確 

に把握し、教師と生徒のコミュニケーションの充実を図る。      ＜ツ＞ 

  ⑤ 生徒の特性を伸長するために多様な部活動を開設し、部活動を通して忍耐力や協調 

性、責任感を育成し、健康で文化的な生活を送ることができるようにするとともに、

異学年交流を図り生徒同士の連帯感を深める集団活動を通して生徒の自主性や社会性 

を身に付けることで、豊かな人間性を育成する。 なお、練習時間や休養日等について 

は、狛江市立中学校に係る部活動の方針（平成３１年度版）【狛江市部活動ガイドラ 

イン】に基づき設定する。                      ＜チ＞ 
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３ 生きて働く力と国際社会で活躍できる力の育成 

（１）グローバルに活躍できる資質・能力の育成（学校２０２０レガシーの推進、国や郷土

を愛する心の育成等） 

① 国際理解教育・異文化理解教育では、国際社会における相手の立場を尊重しつつ自

分の考えや意思を表現できる基礎的な力を育成しながら、コミュニケーション能力の

向上を図る。                            ＜ハ＞ 

② 生徒会活動や学級活動等の活性化を図り、集団としての意見をまとめる話し合い活

動等を通して、集団の一員としての自覚を育てて望ましい人間関係を構築させるとと

もに、主体的によりよい学校生活を築いていこうとする態度を育成する。 ＜タ＞ 

③ 学校行事をはじめとした諸活動において、学年学級縦割りグループによる活動を重

視し、異年齢での望ましい活動を通して学年を超えた幅広いコミュニケーション能力

や上級生としてのリーダーシップや責任感を培う。また、下級生との信頼関係を築く

ことで、社会性や豊かな心とボランティアマインド（四中 2020 レガシー）を育成する。 

                                 ＜ソ・ハ＞ 

④ 「コミュニケーションを活かした学習活動」の一環として、学校行事や生徒会活動に 

おいて、創作スキット活動を行い、発想力や構成力、プレゼンテーションスキルを育成 

するとともに、人を楽しませることの喜びを知ることで、そこから、人を笑顔にする、 

人を幸せにするために行動する意欲を喚起する。        ＜セ・タ・ヤ＞ 

⑤ 修学旅行の目的地として「函館・青森」を訪れ、縄文文化やアイヌの民族文化、及

び東北の祭り文化を学習のメインテーマに設定する。縄文やアイヌの精神世界に触れ、

生命や人権の大切さを学ぶとともに、北海道・東北地方の自然や文化、人々との交流

を通じて、自然と共存しながら人々が繋がり、互いに感謝し支え合う社会を築く担い

手となる意識を醸成する。                      ＜セ＞  

⑥  校外学習等の体験的な活動を通して、集団や社会の形成者としての見方・考え方を 

働かせ、社会生活上のルールの尊重や責任感を高めるための観点を重視した諸活動を 

実施する。その際、WEBQUの結果等を活用して、学級・学年の指導を通じ生徒一人ひと 

りの理解を深め、よりよい人間関係を築く力の育成を図り、互いに高め合う集団づく 

りを推進する。                                    ＜セ・ナ＞ 

（２）体力の向上と健康教育について                    ＜ニ＞ 

① 保健体育科においては、男女共習を基本として、コミュニケーションや協力・協働を

重視しながら個に応じたきめ細かな指導を目指すとともに、体つくり運動、持久力の向

上、体育理論、保健学習を充実させながら、意図的・計画的に体力向上を図り、生徒の

運動への取組が二極化している実態をふまえて意図的・計画的に「体つくり運動」の学

習を展開し、体を動かす楽しさや心地よさを味わわせることで、主体的に運動に取り組

む態度を養う。また、「がん教育」については、引き続き保健分野に位置付け、ゲスト

ティーチャー等を有効に活用して、「がん」に関する指導の充実を図る。 

（３）生徒の安全確保に向けた支援体制について 

① 「防災・危機管理マニュアル」及び各「安全教育プログラム」や「防災ノート」等の

防災教育補助教材を活用した実践的な避難訓練や家庭や地域、関係諸機関と連携したセ

ーフティ教室及び地域防災教室を実施し、家庭・地域・関係諸機関と一体となり生徒の

安全確保と健全育成に取り組む。                   ＜ネ＞ 
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② SNS に関する取組は、生徒の実態や「SNS 東京ルール」を踏まえて、「SNS 四中ル

ール」を更新し、教職員・保護者・生徒・地域の連携の元、情報モラル教育を推進する。

特に、ネットゲーム依存症や児童ポルノ防止法についての理解を深め、被害者だけでな

く、加害者の立場にならないように指導を徹底する。また、タブレット端末の効果的な

利用を通して、生徒たちに自分事として管理していくための約束事や使い方を考えさせ

ながら、「善き社会の担い手」となるための知識・能力を育む。（「デジタル・シティズ

ンシップ教育」）                           ＜ノ＞ 

③ 気になる様子が見られる生徒に対する支援や長期休業明けの言葉かけ等、自殺防止に 

係わる知識について共通理解を図り組織的に対応するとともに、東京都教育委員会作成 

の DVD等を活用した「様々な困難・ストレスの対処方法」「生命尊重」「援助希求行動 

（SOSの出し方）」等の学習を保健体育科や道徳等において一単位時間以上実施する。  

                               ＜テ・ト＞  

（４）組織的な保健指導の充実について 

① 保健指導及び食育の観点を踏まえた学校給食を充実させるとともに、食物アレル 

ギーについての理解を深め、適時適切な対応により事故の絶無を図る。 ＜ヌ＞          

② 保健体育や部活動等を通した体力の向上に関する指導及び事故や熱中症等の安 

全に関する指導を充実させる。                   ＜ニ＞                 

③ 一年を通じた健康指導、年１回の学校保健委員会、給食講話、食物アレルギー対 

応等を通して、学校・家庭・関係機関が連携した生徒の健康づくりを推進する。   

   ＜ニ・ヌ＞ 

（５）小中連携によるキャリア教育を基軸とした進路指導の推進について       ＜ヘ＞     

①  自己の特性についての理解を深めさせ、キャリア教育の視点に立った職業観や勤労観

の育成を図り、生徒が自らの生き方を考えていくことができる能力や態度を育成する。 

② 小学校との連携を図りながら、各学年の特性を踏まえ、年間指導計画・全体計画に基

づく一貫した指導の下に、外部人材を効果的に活用し、適切な進路が選択できる力を育

成する。 

③ ３年間を通じた取組としては、第１学年では、自分を見つめ自分を知る（自己理解・

自己管理能力）とともに、実際に地域の職場を回りインタビューを通して仕事につ

いて学ぶ（人間関係形成・社会形成能力）。第２学年では、職場体験学習を通して

「職業」と「生き方」について考え、望ましい職業観や勤労観について学んだ上で

（キャリアプランニング能力）、中学校卒業後の上級学校について学習する。第３

学年では、第１・２学年の学習を踏まえ、自己の進路選択にあたり、自ら進路希望

先の説明会・学校見学等へ積極的に参加し適切な選択ができる能力（課題対応能力）

を育成するとともに、進路選択に関する適時適切な情報提供及び年２回の丁寧な進

路相談により、生徒一人ひとりの進路希望の実現を目指す。その際、生徒が活動を

記録し蓄積する「キャリア・パスポート」の活用を図る。 
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４ コミュニティ・スクールの推進 

（１）開かれた学校づくり（地域と連携・協働した教育活動） 
① 狛江第四中学校と狛江第五小学校（緑野小学校が適時参加）で組織するコミュニティ・

スクール（四中ゾーン学校運営協議会）では、心の教育を推進する【教育課程部会】、

生活指導の充実を図る【生活指導部会】、学力の向上・保障を目指す【学習進路指導部】

に加えて、コミュニティ・スクールと地域学校協働本部の一体的な推進を図る【地域部

会】の４部会で組織し、キャリア教育を基盤とする地域と協働した特色ある学校づくり

を進める。その上でキャリア教育を中核においた義務教育９年間を見通した教育活動を

推進する。                               ＜メ＞ 

② 日本や狛江市の伝統・文化等に関する様々な体験活動を通して、地域の諸活動への参

加・実施を促し、地域の人々との交流を積極的に図り（「四中スペシャル」等）、人と人

との触れ合いの大切さを学ばせ、併せて目上の人を敬う心を育む。    ＜メ・モ＞ 

③ 職場訪問・職場体験等を通して、様々な社会で生きる人とのふれあいや職場での体験

により、自己理解や将来の生き方について考えながら、学んだ考えや意見をまとめ・発

表することで協働的な学びを推進する。             ＜ヘ・メ・モ＞ 

④  あいさつ運動では、効果的な取組となるように、狛江第五小学校の児童会と本校生徒

会との意見交換や地域の方の協力を得ながら実施することで、小中及び地域との連携を

深める。                                ＜ス＞ 

⑤ 地域の学習環境や教育力を活用し、防災教育を推進するとともに、地域理解を深める 

ことで、社会の中の人々との関わりや自分の役割を考えたよりよい生き方を主体的に考 

える力を養う。特に、１年次においては、「狛江探検」と称して狛江市に関する調査活 

動を通して郷土を愛する心の涵養を図るとともに、SDGsについて学び、身の回りでどの 

ような取組が行われているかについて調べ発表することで自分自身の今後の生き方につ 

いて考察できるようにする。                       ＜フ＞ 

  ⑥ 小・中連携の取組の一環として、教員の「小学校授業参観」、児童の「部活動体験」 

「中学校体験」を実施する。また、「野川地域センターまつり」への美術作品等の出品 

や合唱部・吹奏楽部の地域における発表など、地域で認められる機会をもつ。また、学

校情報の積極的な発信に努める。                   ＜マ・メ＞ 

（２）持続可能な社会の実現を目指した学校体制の構築 

① 基本的な新型コロナウイルス感染症対策を確実に実施した上で、現状を適切に分析・ 

把握しながらアフターコロナを見据え、特別活動の実施方法の工夫・改善を図り、「で 

きることを」「できる範囲で」「できる時に」実施し、生徒一人ひとりに自己有用感や 

成就感、連帯感を体感させる教育活動を工夫する。          ＜セ・ヤ＞ 

② SDGｓの実現に向けて、ESD の視点に立った学習指導で重視する能力・態度と本校の 

教育目標を関連させながら、各教科での内容と関連付けた指導計画（ESD カレンダー） 

を作成し ESD を効果的に推進する。                  ＜フ＞ 

③  小学校で既習したプログラミング教育を継続・発展を図るために、技術科において、 

グループエンカウンターによる話し合いを通し、協働作業の中で課題解決にあたる手法 

を用いたプログラミング教育を行う。また、技術科だけでなく、各教科の中で創造力、 

論理的思考力の育成を図る取り組みを行う。         ＜エ・カ・キ・ク＞ 

④ 主権者教育を推進し、生徒会活動と関連付けながら、講演会やワークショップ、防災

体験学習等を通じて、地域活動に主体的に参画し、地域や社会をよりよくするために自

ら行動する意欲を育む。                        ＜メ＞ 
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５ 環境の整備 

（１）ＩＣＴ機器等を活用した教育活動について 

① ＩＣＴ機器やデジタル教材等については分かりやすい授業を実践するためのツール

としての利用だけでなく、個人・グループ学習においても、観察・実験、見学・調査・

実習等、体験的な学習や問題解決的な学習の場面でより効果的な活用を図る。また、

タブレット端末を活用した家庭学習への支援において、生徒一人ひとりに応じた学習

活動や学習課題を提供することで個に応じた指導の充実を図りながら、個別最適な学

びの実現を目指す。                         ＜コ＞ 

② 学習活動の中でコミュニケーション能力・言語能力を高めるために、発表、討論等の

場面を効果的に設定し、生徒同士の学び合いや教え合いを通した協働的な学びの充実を

図る。そのために、WEBQU 結果をもとに互いに認め合う集団作りを進めるとともに、

タブレット端末やミニホワイトボード等を積極的に活用する。     ＜キ・コ＞ 

③ 図書館やタブレット端末等を利用した探究的な学習に関わる時間を設定し、読解力の

基礎を養い、自分の意見を形成し、表現できる言語力を育成するとともに、表現させる

活動を通して、タブレット端末等の活用能力や情報モラルの育成に努める。＜カ・キ＞ 

（２）人材育成による教職員の資質・向上（働き方改革、研究・研修、服務事故の防止等） 

① 「勤務の上限に関する方針」に則り、学校独自で工夫し、働き方改革を進める。時間

外勤務を月４５時間以内、年３６０時間以内を目標にして超過勤務を減らし、ライフワ

ークバランスの実現を目指す。 

② 企画委員会を中心に、勤務の効率化、学校行事の精選、内容の見直し等について、課

題の集約・整理・検討・提案を行う。 

③ 校務支援システムを有効活用し、職員間の連絡事項や事務作業の効率化を図る。また、

会議資料の事前配布や、重要案件の事前相談（分掌主任、管理職）を重視し、諸会議の

効率化を図る。 

④ 経営支援部が中心となって、主幹教諭、主任教諭が一人ずつ講師となり、若手教員向

けの OJTとしてのミニ研修会を年間通して計画的に実施する。 

⑤ 各学年２名の研究部を組織し、校内研修を企画・推進する。 

 ※ 令和５年度のテーマ「主体的に学習に取り組む生徒の育成」⇒令和６年２月１５日

狛江市教育研究奨励校研究発表会実施予定 

⑥ 教員が一人で問題を抱え込まないように、学年、学級を超えて、全職員で全生徒を見

ていく姿勢ですべての教育活動を行う。 

⑦ 年２回の悉皆研修の他、職員会議の冒頭に服務事故防止研修等を設定し、校長・副校

長・３名の主幹教諭がそれぞれの職層に応じた内容で実施する。 

 

 

 

  

 


